
「岩国市中小企業、小規模企業及び小企業振興基本計画 (案)」に対するパブリックコメントの結果について

・提出者数　　　 １人
・意見の総数　　18件

No 意見の内容(要旨) 市の考え方
1 全般

〇この基本計画案は、市民等が理解できるような配慮がなされていません。
〇現状の分析については、文章が大変稚拙で適切な表現がなされていないところがあります。
〇また、統計データについては、概念が十分に理解されておらず、また調査データの年次につい
ても誤りがあります。
〇施策については、全てが新規でないなら、これまでの問題点とか課題を明らかにし、何を改善し
たのか明示していただきたい。また、岩国市としては、他の自治体や海外の事例などをよく勉強し
て、真に役立つ施策を展開してください。

　御指摘の内容を踏まえ、修正すべき箇所は修正し、他自治体や海外の事例などを調査・研究し
て岩国市の産業振興に資する施策になるよう鋭意、努力して参りたいと思います。

中小企業等の定義　Ｐ１
○中小企業、小規模企業、小企業の定義を示してください。「岩国市中小企業、小規模企業及び
小企業振興基本条例」 の第２条の定義を明らかにすべきです。そして、この条例の定義を読んで
も理解できないので、それらの定義の基になっている中小企業支援法、中小企業基本法及び小規
模企業振興基本法の該当箇所を踏まえて解説してください。

「中小企業」と「中小企業者」等の違いについては、例えば「中小企業」は中小企業を包括的・総称
的に指す場合に用い、「中小企業者」は個別具体の会社や個人を指す場合に用いています。

１．中小企業支援法第２条第１項第１号から第３号までに規定する「中小企業者」は以下の表のと
おりです。
※資本金基準、従業員基準のいずれか一方の基準を満たせば「中小企業者」となります。
　資本金基準（資本金の額または出資の総額を満たす会社）
　従業員基準（常時使用する従業員の数を満たす会社及び個人）
　　○製造業、建設業、運輸業その他の業種（下記以外）・・・３億円以下 300 人以下
　　○卸売業・・・１億円以下 100 人以下
　　○サービス業・・・５千万円以下 100 人以下
　　○小売業・・・５千万円以下 50 人以下
　　○ゴム製品製造業（自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製
造業を除　　く。）・・・３億円以下 900 人以下
　　○ソフトウェア業または情報処理サービス業・・・３億円以下 300人以下
　　○旅館業・・・５千万円以下 200人以下

２．中小企業基本法第２条第５項に規定する「小規模企業者」は以下のとおりです。
　　○製造業その他・・・従業員20 人以下
　　○商業・サービス業・・・従業員５人以下

３．小規模企業振興基本法第２条第２項に規定する「小企業者」は以下のとおりです。
　　全ての業種分類　 従業員５人以下

以上の説明を基本計画の中に登載させていただきます。

　平成29年11月２日から平成29年12月１日まで、市民の皆様から意見(パブリックコメント)を募集した結果、次のとおり提出
されました。

　提出された意見の要旨と、その意見に対する市の考え方をまとめましたので、お知らせします。
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計画の位置付け　Ｐ１
〇岩国市は、何故「産業振興ビジョン」を策定されないのでしょうか。 これがないと、今回の計画の
位置付けが明確になりません。
〇岩国市の経済的自立や発展を図るためには、どのような産業の「移入代替」を推進する必要が
あるのか、そしてどのような産業の「移出代替」を推進することが望まれているのかを明らかにす
べきです。
〇それには、市内経済、産業構造を確り分析することが望まれます。そして、岩国市の経済的自
立、将来の成長、発展を牽引するための「産業振興ビジョン」を策定すべきです。  その上で、中小
企業等振興基本計画案を策定していただきたい。

御提案の岩国市の経済、産業構造をより詳しく分析し、岩国市の産業振興により成長、発展を牽
引するための「産業振興ビジョン」の必要性も含め、岩国市の産業振興に関係する諸問題を「条例
に基づき設置される審議会」において検討課題とさせていただきます。

年齢階級別社会移動の状況　Ｐ３
○岩国市の人口動向を、 平成 27 年の1年間だけの数値で説明するのは大変乱暴ではないです
か。少なくとも３～５年のデータを示す必要があり ます。
〇年少人口は、親世代人口の動きに連動しているはずです。女性０～９歳人口の転出数は間違っ
ていませんか。また、この年齢階級の男性と比較しても、女性の転出超過数は１桁低い数値に
なっています。

○御指摘のとおり、平成26年から平成28年までの３年のデータとグラフを表示します。
○住民基本台帳人口移動報告書（総務省）のデータを基に作成しており、再度精査いたしました
が、誤りはありませんでした。

企業数→事業所数（企業数の表現は削除）Ｐ３
〇この統計の概念をしっかり把握してください 。
ここは、使用している統計から 「企業数」ではなく、「事業所数」とすべきです。１社が本所（本社・本
店等）以外に支所（支社・支店等）も持つ場合もありますので、企業数と事業所数は一致しません。
したがって、単位も「社」ではなく、「事業所」とするか、文脈により単位を付けなくてもよいと考えま
す。

総務省統計局の用語解説を確認しました。御指摘のとおり修正します。

用語の統一等　Ｐ３
〇一次産業ではなく、第一次産業と８頁のように正しく記述しましょう。 第二次産業、第三次産業も
同じです。また、９頁の第１次産業は、第一次産業というように漢数字で統一しませんか。

御指摘のとおり修正します。

文章の修正　Ｐ３の下から９行目　　
〇文章が稚拙です。 分かりやすく修正してださい。
「同平成 21年７月１日調査と比べると事業所数は 6,680 社(公務及び 1次産業除く )で、259社の減
少（後略）」の文章を正確に書くと、「同平成 21年７月１日調査と比べると平成 21年の事業所数は
6,680社(公務及び 1次産業除く )で、259社の減少 （後略）」となります。おかしいでしょう。
次のように修正すべきです。
「同平成 21年７月１日調査 の事業所数 6,680(公務及び第 1次産業除く 。)と比べると、259事業所
の減少（後略）」。

Ｐ４の上から８行目
〇「同平成 21 年７月１日調査の従業員数 54,249人(公務及び第 1次産業除く。)と比べると、 1,790
人の減少（後略）」。
〇単位は、「名」よりも「人」が適切。

Ｐ３の下から５～６行目
〇「従業員数の少ない小規模企業者が弱体化しつつある（後略）」という分析、表現は適切です
か。これは推測ですが、「従業員数の少ない小規模企業者や小企業者の後継者がいないことによ
るもの（後略）」が大概の理由ではないですか。

Ｐ３の下から９行目について、御指摘のとおり修正します。

Ｐ４の上から８行目について、御指摘のとおり修正します。

Ｐ３の下から５～６行目について、「従業員数の少ない小規模企業者が弱体化しつつある（後略）」
を「従業員数の少ない小規模企業者や小企業者は、後継者難や代表者の高齢化が深刻化してお
り、倒産に至らないまでも事業継承を断念し、「休廃業・解散」を選択する企業が増えていると考え
られます。（後略）」に修正します。
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統計の調査年次と調査対象年次
〇経済センサス、商業統計表の事業所数、従業員数は、調査年次の7月1日の数値であ り、調査
年次と調査対象年次は一致していますが、年間販売額等活動状態を示す数値は前年1年間 （１月
～ 12 月） の数値となっていますので、 平成 26 年調査の場合は、 平成 25 年の数値として説明
すべきです。
これについては、経済産業省の下記ＵＲＬの調査概要の調査票を確認されたい。
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/syougyo/index.html

ご指摘の内容を確認させていただきました。
「表示の年は調査年次であり、数値は前年１年間（１月～12月）の年間商品販売額となる」と表示し
ます。

経済センサスの年次別データの変動
〇事業所数と従業員数の年次別データをみると、平成 24 年データはその前後のデータから落ち
込んでいますが、これは事業所が移転や倒産等で存在しないからではなく 、その大半は詳細な活
動調査に回答していないことによるものと見られます。 この点については、総務省統計局に確認し
ていただいてその旨説明していただきたい。

統計法において、経済センサスは基幹統計に位置づけられている重要な統計調査です。公的統
計の中核となる基幹統計を作成するための特に重要な統計調査であり、正確な統計を作成する
必要性が特に高いことなどを踏まえ、以下のような、一般統計調査にはない特別な規定が定めら
れています。
・報告義務
・かたり調査の禁止
・地方公共団体による事務の実施
このようなことにより、経済センサスの結果を個別に総務省に対し問合せをする必要はなく、国の
責任において、正確な統計調査の結果を公表しているものとして取り扱いさせていただいておりま
す。

岩国市内中小企業（削除）　Ｐ６及びＰ７
〇「■ 岩国市内中小企業 卸売業・小売業の年間商品販売額の推移」及び「■岩国市内中小企業
製造業の年間製造品出荷額の推移」の「岩国市内中小企業」は削除してください。それぞれの統
計表を確認しましたら、大企業も含んだ数値です。

商業統計調査及び工業統計調査ともに大企業も含んだ数値となっていますので、御指摘のとお
り、「■岩国市内中小企業　卸売業・小売業の年間商品販売額の推移（平成16～26年）」及び「■
岩国市内中小企業　製造業の年間製造品出荷額の推移（平成16～26年）」の見出しから「岩国市
内中小企業」の文言を削除します。

出荷額　→　出荷額等
〇工業統計調査では、製造品の出荷額に加えてその他の収入も含んでいますので、「出荷額等」
が正しい用語です。ご確認く ださい。

計画案の中で用いていた数値は製造品出荷額等（製造品出荷額、加工賃収入額、その他収入額
及び製造工程からでたくず及び廃物の出荷額の合計）でしたので、御指摘のとおり修正します。

【製造品出荷額】　→　「製造品出荷額等】
〇６頁の下から４行目の「リーマンショック（後略）」に係る文章は、ここだけどこから持ってきた文章
ですね。使用している図のデータからはこのような記述はできません。実態にあった文章にしてく
ださい。

Ｐ６の下から４行目について、「リーマンショックが発生した平成20年９月以降減少が見られました
が、その後徐々に回復し、平成23年をピークに下がり始め、平成24年11月に景気の底となりまし
た。その後は回復基調となっています。」を「製造品出荷額等は、リーマンショックが発生した平成
20年９月以降減少が見られましたが、平成23年にピークを迎えました。県内シェアは比較的横ばい
となっています。」に修正します。

市内総生産と市内総生産額の概念の違い　Ｐ８
〇総生産は、付加価値（雇用者所得や営業余剰等）ですが、生産額には原材料費も含みます。
「総生産」に「額」を付けると意味が異なります。

資料は、山口県の「県民経済計算」によるものであり、「市内総生産」に修正します。
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空き店舗及び空き店舗率の概念
〇空き店舗数とは、その年に空き店舗になったもの（フロー） を指していますか。それとも、累計
（ストック）を示していますか。
〇空き店舗が空き地になった場合には、空き店舗で無くなりますか。
〇空き店舗率の算出に使う分母はどのようなものですか。分母は、現在の空き店舗（空き地になっ
たものは除く。）を含む総店舗数ですか。

「岩国市商店街空き店舗調査」は毎年２回（6月・12月）現地調査しているもので、県商政課が各市
町を対象に10月に行う商店街現況調査の「商店街現況調査実施要領」に則しています。
空店舗数は、累計を表示しています。空き地となった場合は、建物自体が解体されるため「空き店
舗」から除外されます。
空き店舗率の分母は「総店舗」＝「営業店舗数」＋「空き店舗数」です。

３．基本的な施策　Ｐ14～
〇基本的な施策を掲げる以上、各施策について、KPI を設けるべきと考えますが、 いかがでしょう
か。 例えば、次の様なもの。
⑤ 山口県中小企業団体中央会組織活動負担金の提供件数
⑨ 農商工等連携促進法の「農商工等支援事業計画」の認定件数、六次産業化・地産地消法に基
づく「総合化事業計画」の認定件数
⑩ 地元企業仕事説明会参加企業数
⑪ 各種補助金・負担金等による事業活動支援件数
⑫ 大工技術研修会参加者数
〇これら 12 の基本的な施策は、市の商工振興課等市の組織だけではとても遂行できるものでは
ありません。この基本計画案には、国や県の関係機関との連携について説明がありませんが、例
えば山口県新産業振興課、山口県産業技術センター、やまぐち産業振興財団、ぶちうまやまぐち
推進課、中国四国農政局、中小機構中国本部（農商工連携）などとの連携はどのようになっている
のでしょうか。

○御提案ありがとうございます。現在のところ、総合計画と基本的な方向性が同じである「岩国市
まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「総合戦略」という。）は、「総合計画」の中で、「まち・ひと・
しごと」の創生に資する施策を重点的に推進するための計画として策定されていることから、整合
性を保ちながら取り組みを推進するため、「総合戦略」で設定しているＫＰＩを採用しており、該当が
ない項目については、未設定としています。しかしながら、今後設置する予定の「条例に基づき設
置される審議会」において必要と判断される場合、その意見を聞きながら当振興基本計画独自の
ＫＰＩを設定することも検討して参ります。

○ご指摘のとおり、市の商工振興課だけでは遂行できるものではないと考えています。
そこで、以下の５つの基本方針に基づき計画を推し進めていくこととしています。
(１)　中小企業者等の創意工夫及び自主的な努力が尊重されていること。
(２)　本市の地域特性を踏まえ、地域資源の活用が図られること。
(３)　国、県と連携が図られること。
(４)　金融機関、税理士、中小企業診断士等の専門支援機関、学術研究機関その他ＮＰＯ等と連
携が図られていること。
(５)　市、中小企業者等、商工会議所、商工会及び中小企業団体等、大企業者、商店街振興組合
等及び市民の協働が図られること。

それぞれの基本的な施策は、必要に応じて上記基本方針に基づいて、関係各者と連携して行って
まいります。

⑧の産品購入意欲度の概念及び算出方法　Ｐ18　
○地域資源の利活用による産業の発展及び創出に関する施策のＫＰＩとして「産品購入意欲度（地
域ブランド調査）」がありますが、この指数の概念、及びその算出方法についてはどのようなものか
全くわかりません。説明を付けてください。

○産品購入意欲度（地域ブランド調査）とは、ブランド総合研究所が行う地域ブランド調査のひと
つ。「調査対象の市町村について、購入したい産品（食品や非食品、食事メニューなどを含む）はあ
りますか？」という問いに対して、「具体的にある」を100点、「いいものがあれば買いたい」を50点、
「ない」を０点として、それらを加重平均して算出した値です。
上記説明を追記します。
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提案１「女性の起業化支援」
〇現在、我が国では女性の活躍推進をどうするかが大きな課題となっています。そこで、元気な女
性の起業家づくりというものを提案したいと思います。
〇これに関しては、「ＷＷＢ ＪＡＰＡＮ」、ウーマンズ・ワールド・バンク・ジャパン、女性のための世
界銀行日本支部という組織があります。
〇ここでは、女性の起業を目指す人の夢を大事にし、実現することを応援しており、起業支援ス
クールというのを開催して、資金調達、付加価値の付け方、商品の売り方、あるいは企業会計の
知識を特訓しています。最後に卒業試験がありますが、その時に公開起業オークションということ
で、それぞれプレゼンテーションを行った女性の起業家を目指す人に対して、プレゼンテーションの
企画内容が良ければ、「金」「人」「物」を書いてある３つの札をそれぞれ上げて応札するということ
をしています。「金」の札を上げれば資金を提供します、「人」を上げたら人材を派遣します、「物」は
資材を供給しますというような公開オークションになっているわけです。
〇幾つかの自治体では、地方創生に向けてＷＷＢ ＪＡＰＡＮと提携して、女性の起業家を育成しよ
うとしています。岩国市もこのような取組をしてはいかがでしょうか。

○御提案ありがとうございます。ＷＷＢ　ＪＡＰＡＮのような形態ではありませんが、山口県内におい
ても女性が創業しやすい環境の整備を図るため設立された「女性創業応援やまぐち株式会社」と
いうものがあり、取引上の信用不足・資金不足・経営ノウハウの不足といった創業時における課題
克服・リスク軽減による女性が創業しやすい環境の整備を図るため設立されました。
市といたしましても、県内のこのような法人や、御提案のWWB　JAPANをはじめ、岩国市における
元気な女性の起業家を育成するため、連携や協働に向けて調査・研究してまいりたいと思いま
す。

提案２「志金循環の推進」
〇地産地消の展開は、水や農産物 ・食品だけではなくて、エネルギーも含むようになりました。 エ
ネルギーも技術革新により太陽光、風力、バイオ燃料、中小水力とか、域内の再生可能エネル
ギーを活用できる時代となりました。
〇金融についても、域内の資金を上手く循環させる仕組みを創るべきだと考えています。
〇ここでは、資金の「資」という漢字を 「こころざし」 のあるお金というこで「志金」と表現します。つ
まり、地域の「こころざし」のあるお金を「こころざし」のある人が使うという意味での「志金循環」で
あり、近年出てきている市民バンクとか金融ＮＰＯというのが中心主体になります。
〇今までの金融というのは、経済リターンというものを求めていましたが、そうではなくてビジネスと
して非常に難しい医療とか福祉とか環境とか、あるいは低所得者向けの住宅ローンとか、そういっ
たものの社会的リターンを大事にする時代になってきています。
〇山口県を中心に、米軍基地を受け入れることによる交付金等を活用してファンドを設けて直接地
域の非営利の金融機関を育成し、社会的リターンを追求する事業者を育成、支援する仕組みを
創っていただきたいと考えます。

○御提案ありがとうございます。地域内の志のあるお金を集め、志を持った方々に循環していく
「志金循環の推進」は大変素晴らしい仕組みの概念だと思います。御提案の中では、既存の金融
機関ではなく、市民などが自発的に出資した資金により地域社会や環境保全、福祉などの活動を
行うＮＰＯ等に融資するいわゆるＮＰＯバンクが中心主体となり、資金を地域内で循環させる活動
をお示しいただいていると思います。
御提案の「志金循環の推進」は、具体的には「米軍基地を受け入れることによる交付金等を活用し
た基金等を設置し、前述のＮＰＯバンク等の非営利金融機関を育成すること」、そして、「経済的な
見返りを求めて行動するのではなく、地域のさまざまな課題の解決を恩恵として捉え、追求する事
業者をＮＰＯバンク等の事業活動を通じて育成・支援すること」だと思われます。
この度、コメントを求めました当振興基本計画では、それらについては述べられていませんが、現
在、注目を集めている新しい「しくみ」ですので、今後も注視してまいりたいと思っています。
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